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「年収の壁」はどのように導入・
維持されてきたか
―政党に着目して

本稿は政党に着目しながら，年収の壁を生じさせる所得税の配偶者控除制度と年金の第三
号被保険者制度がどのように導入され維持されてきたのかを探るものである。左派・中道
政党ではなく自民党が政権の座にあったことが両制度の導入・維持につながった，という
解釈が妥当性を持つのかという観点から，1960 年代から 2020 年代までの 5 つの事例分析
を行った結果，この解釈は第三号被保険者制度に関しては妥当性が認められたものの，配
偶者控除制度に関しては妥当性が認められなかった。むしろ，夫が給与所得者・妻が専業
主婦の世帯が増え，さらに妻がパートタイム労働者の世帯が増えるという長期的な変化の
中で，それらの世帯を支援する姿勢がおおむね政党横断的に保持されてきたからこそ，配
偶者控除制度は導入され維持されてきたと考えられる。政党はしばしば個人を支援する政
策を掲げつつ，こうした世帯への支援も継続しようとしてきた。今後，配偶者控除制度や
第三号被保険者制度を廃止するにしても，その先にどのような国家・社会をめざすのかに
ついて，政党は十分な選択肢を提示していない。
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Ⅰ　は じ め に

　日本における税・社会保障制度，とくに所得税
の配偶者控除制度と年金の第三号被保険者制度
は，夫が外で働き，妻が主婦として家事・育児な
どを担う世帯に利益をもたらす一方，その利益を
受けられる年収の上限を超えて妻が外で働くこと
を妨げる「年収の壁」を生じさせ，性別役割分業
を固定化するものとしてしばしば批判されてき
た。
　先行研究によれば，左派政党は女性の就業に肯

定的なのに対し，右派政党は性別役割分業に肯定
的な傾向にある。性別役割分業を行う世帯の支援
に積極的な政党の勢力が大きい国では，そのよう
な世帯に有利な政策がもたらされる。こうした議
論を踏まえると，日本では自民党の勢力が大き
く，長期にわたり政権の座にあることが，配偶者
控除制度と第三号被保険者制度の導入・維持につ
ながってきたとの解釈が成り立つ。逆に言えば，
左派政党や中道政党への政権交代が起きれば，こ
れらの制度は縮減・廃止されやすいと考えられる
が，果たしてそうだろうか。
　本稿は政党に着目し，両制度の導入・拡充や縮
減が行われた主要な事例を分析することを通じ
て，両制度がどのように導入され維持されてきた
かを探るものである。分析の結果，上述の解釈は
第三号被保険者制度に関しては妥当性が認められ
るものの，配偶者控除制度に関しては妥当性が認
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められない。高度成長期に夫が給与所得者・妻が
専業主婦の世帯が増え，その後は妻がパートタイ
ム労働者の世帯が増えるという長期的な変化の中
で，性別役割分業を行う世帯を支援する姿勢が政
党横断的におおむね保持されてきたからこそ，配
偶者控除制度は導入され維持されてきたと考えら
れるのである。

Ⅱ 　性別役割分業を行う世帯を支援する
政党

　先進諸国において女性の働き方が政党間の重要
な争点に浮上したのは 20 世紀後半のことである。
それまで大半の政党は，女性が家庭内で家事・育
児・介護などの無償労働を行うことを当然視して
いたが，女性の就業拡大およびフェミニズムの高
まりの中で左派政党の一部がジェンダー平等を訴
え，女性の就業を通じた経済的自立を後押しする
政策をとるようになったことで，右派政党との違
いが顕在化した（Korpi 2000；Inglehart and Norris 
2003）。ここでいう左派とは，経済的な弱者を支
援し，経済格差を縮小するための政府による介入
を支持する立場を意味する。
　一般的に左派政党は，女性の就業や職業的地位
向上を肯定する傾向があるのに対し，右派政党
は，家族の中で男性が稼得責任を果たし，女性が

（パートタイムなどの賃労働に従事したとしても）ケ
ア責任を果たす性別役割分業を肯定する傾向にあ
るとされる（Verba et al. 1987；Lovenduski 1993；
Erzeel and Celis 2016；Campbell and Erzeel 2018）。
日本でも，自民党議員が左派政党や中道政党の議
員に比べて，性別役割分業を支持する程度が高い
ことが，政治家へのアンケート調査を通じて明ら
かにされてきた（三宅ほか 1985；大倉 2021）。
　ただし性別役割分業を支持するにしても，性別
役割分業を行う世帯，とくに工業化に伴って増加
した男性稼ぎ主世帯への支援に積極的な政党もあ
れば，支援には消極的な政党もある（Korpi 2000；
O’Brien 2018）。
　こうした政党の姿勢の違いは，異なる政策，ひ
いては異なる国家のありようをもたらす重要な要
因だと考えられてきた。エスピン・アンデルセン

は先進諸国について，政府による福祉供給の程度
が高い社会民主主義レジーム，家族による福祉供
給の程度が高い保守主義レジーム，市場による福
祉供給の程度が高い自由主義レジームの 3 類型を
提示したが（Esping-Andersen 1999），政党の姿勢・
政策・福祉レジームの関係は，次のように整理で
きる。社会民主主義レジームに分類される国々

（スウェーデンをはじめとする北欧諸国）では，経
済的な弱者の支援および女性の就業に肯定的な社
会民主主義政党の勢力が大きかったことが，公的
保育などを含めて個人を支援する政策をもたらし，
政府による福祉供給が拡大した（Esping-Andersen 
1999；Sainsbury 1999；Ferragina and Seeleib-Kaiser 
2015）。保守主義レジームに分類される国々（ド
イツをはじめとする大陸ヨーロッパ諸国など）では，
性別役割分業を行う世帯への支援に積極的なキリ
スト教民主主義政党などの勢力が大きかったこと
が，そうした世帯に有利な政策をもたらし，男性
が経済的に家族のメンバーを支え，女性がケア労
働等を通じて家族のメンバーを支えるという形 
での家族による福祉供給が維持されやすかった

（Estévez-Abe and Naldini 2016；Shire and Nemoto 
2020；Giuliani 2022）。自由主義レジームに分類さ
れる国々（アメリカをはじめとするアングロ・サクソ
ン諸国など）では，自由主義的な政党の勢力が大
きかったことが，個人を支える政策も，性別役割
分業を行う世帯に有利な政策も少ない状態をもた
らし，民間の保育サービスなどを含めて市場によ
る福祉供給が拡大した（Korpi 2000；Curtin 2014）。
　自民党政権のもとで実施されてきた配偶者控除
制度と第三号被保険者制度の導入・維持は，性別
役割分業を行う世帯に有利な政策である（大沢 
2007；Miura 2012）。給与所得者の妻の年収がゼロ
または一定額以内のとき，夫は所得税の控除を受
けることができ，妻は保険料を負担することなく
年金の受給権を得られる。ここまでの議論を踏ま
えると，自民党は性別役割分業を行う世帯への支
援に積極的な政党であり，日本では自民党が
1955 年の結党以来，ほぼ一貫して圧倒的に大き
な勢力を保ち政権の座にあることが，配偶者控除
制度と第三号被保険者制度の導入・維持につな
がってきたとの解釈が成り立つ。逆に言えば，両
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制度が批判を受けつつも廃止されなかったのは，
日本の左派・中道政党が弱かったことが一因であ
り，左派・中道政党の勢力が伸長して政権交代が
起きれば，両制度は縮減・廃止されやすいという
ことになる。
　しかし，このように配偶者控除制度・第三号被
保険者制度と自民党を結びつけるのとは異なる見
方もありうる。第一に，性別役割分業を行う世帯
への支援に積極的なのは，自民党だけとは限らな
い。ライトナーはケア政策について，政府が家族
に代わって個人に福祉を供給する政策（公的保育
など）と，政府が家族の福祉供給を支援する政策

（育児休暇，児童手当，配偶者控除，主婦の年金な
ど）を区別しつつ，北欧諸国ではその両方が採用
されてきたことを指摘した（Leitner 2003）。ライ
トナーの議論は，経済的な弱者を支援する左派政
党が，個人を支援する政策だけでなく，性別役割
分業を行う世帯に有利な政策をも推進する可能性
を示唆する。日本の左派・中道政党も，配偶者控
除制度や第三号被保険者制度を支持してきたかも
しれない。
　第二に，自民党は，性別役割分業を行う世帯を
支援しようとするとは限らない。エスピン・アン
デルセンは日本を保守主義レジームに含めたが

（Esping-Andersen 1999），日本を自由主義レジー
ムに含める議論（Korpi 2000）や，日本は 3 類型
にあてはまらず，政府による支援は乏しいが市場
による福祉供給も進まず，家族による福祉供給が
中心になっているという議論（新川 2011）もあ
る。こうした議論は，自民党が性別役割分業に肯
定的だとしても，そうした世帯への支援には消極
的だった可能性を示唆する。自民党は，配偶者控
除制度や第三号被保険者制度を支持しなかったか
もしれない。
　要するに，先行研究を踏まえると，左派・中道
政党ではなく自民党が政権の座にあったことが，
配偶者控除制度と第三号被保険者制度の導入・維

持につながったという解釈が成り立つ一方，性別
役割分業を行う世帯への支援に，左派・中道政党
も積極的だったり，自民党が消極的だったりした
可能性も考えられる。配偶者控除制度と第三号被
保険者制度はどのように導入・維持され，いずれ
の見方が妥当性を持つのだろうか。それを探るべ
く以下では，両制度の主要な制度変更の事例を取
り上げ，自民党および左派・中道政党の姿勢を明
らかにすることをめざす。

Ⅲ　事例分析

１　5つの事例

　主要な制度変更として取り上げるのは，表 1 に
示した 5 つの事例である。池田勇人内閣期（1960-
1964）には，配偶者控除制度が導入された。中曽
根康弘内閣期（1982-1987）には，配偶者控除に
加えて配偶者特別控除が新設され，さらに第三号
被保険者制度が導入された。小泉純一郎内閣期

（2001-2006）には配偶者控除に上乗せされる配偶
者特別控除が廃止された。野田佳彦内閣期（2011-
2012）と安倍晋三内閣期（2012-2020）には，厚生
年金の適用拡大を通じた第三号被保険者制度の縮
減が進んだ一方で，配偶者控除制度は維持された。
　これらの事例分析においては，主に国会会議録

（国立国会図書館 2024）に収録された国会発言に依
拠して，自民党と主要な左派・中道政党が性別役
割分業を行う世帯を支援する姿勢をとったのかど
うかを捉える。政党の姿勢を捉えるには選挙公約
に依拠することも考えられるが，日本ではジェン
ダーにかかわる事柄は主要な政治争点となること
が少なかったため（堀江 2005；辻 2012），選挙公
約から得られる情報に限界がある（坂本 2018）。
さらに，選挙公約の配布が解禁された 2003 年よ
りも前の選挙公約は，必ずしも包括的なものでは
なく，異なる政党や時期の間での比較が難しいと

表 1　配偶者控除制度・第三号被保険者制度の主要な変更

池田内閣期 中曽根内閣期 小泉内閣期 野田内閣期 安倍内閣期
配偶者控除制度 導入 拡充 縮減 維持 維持

第三号被保険者制度 ― 導入 維持 縮減 縮減
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いう問題もある 1）。これに対して国会では，法案
の趣旨説明・質疑・討論を通じて，政党などを代
表する議員が法案への賛否とその理由を表明する
ことが繰り返されるため，それらの発言から政党
としての姿勢を推定することが可能である。

２　池田内閣期

　配偶者控除制度は，池田内閣期に 1961 年の税
制改正の一環として導入された。当時の日本は高
度成長期に入り，工業化とともに農村部の若年層
が都市部に移動し，夫が給与所得者・妻が専業主
婦の世帯が急増しつつあった。給与所得者や，農
業者・自営業者（ただし青色申告者を除く）は，無
収入の妻がいる場合，それまでは子どもがいる場
合と同じく扶養控除が適用されていたが，この税
制改正によって，より金額の大きい配偶者控除が
適用されることになった。
　国会では 1959 年から，左派政党の社会党が配
偶者控除の新設を主張していた。社会党は当時の
最大野党であり，自民党と社会党で国会の議席の
9 割程度を占めていた。社会党の主張は，所得税
が生計費にまで課税されてしまっているので控除
の増額が必要であり，とくに配偶者については扶
養控除から切り離した配偶者控除を新設し，より
多額の控除を行うべきというものだった。給与所
得者・自営業者・農業者の配偶者は扶養されてい
るのではなく，子どもや高齢者を養う働きをして
いるので，女性の権利を尊重する観点からも配偶
者控除に改めるべきとの主張もなされた 2）。
　自民党は 1960 年に池田が総裁および首相に就
任すると，公共事業の促進や大規模減税などを柱
とする新政策を取りまとめた。その中で大規模減
税の具体案として筆頭に挙げられたのが，配偶者
についての控除の新設だった 3）。
　池田内閣は，自民党の新政策を反映させた所得
税法改正案を 1961 年 2 月に国会に提出した。田
中茂穂大蔵政務次官（自民党）は，配偶者控除の
新設などの所得税減税について，給与所得者も事
業所得者なども含め，中小所得者を中心に税負担
の軽減合理化を図るものと説明したうえ，給与所
得者・専業主婦・3 人の子どもから成るモデル世
帯を例に税負担が減ることを強調した 4）。自民党

は法案に賛成し，配偶者控除の新設は妻を扶養家
族扱いすることをやめて所得税における妻の座を
高めるものと評価した 5）。
　社会党は，大衆の税負担軽減が不十分だとして
法案には反対したが，配偶者控除の新設に関して
は，社会党の主張を取り入れ，また家事・育児を
する給与所得者の妻や農家の妻に対して妻の座を
認めるものだと肯定的だった 6）。改正法は 1961 年
3 月に成立した。
　以上のとおり池田内閣期には左派政党，次いで
自民党が，低・中所得世帯の税負担を軽減するも
のとして配偶者控除制度の導入を支持した。対象
世帯としては，夫が給与所得者の世帯だけでなく
農業・自営業世帯も含め，妻がケア労働等を担う
世帯―つまり性別役割分業を行う世帯―が想
定された。

３　中曽根内閣期

　中曽根内閣期には，1987 年の税制改正の一環
として配偶者特別控除が新設され，1985 年の年
金制度改革の一環として第三号被保険者制度が導
入された。高度成長期を通じて夫が給与所得者・
妻が専業主婦の世帯が増大したが，1970 年代半
ば以降は，妻がパートタイム労働者として就業す
る世帯が増加しつつあった。この税制改正と年金
制度改革により，給与所得者は，妻が専業主婦や
低収入のパートタイム労働者の場合，従来からの
配偶者控除に加えて配偶者特別控除が適用される
ようになり，妻は保険料を負担することなく年金
の受給権を得られるようになった。
　配偶者控除制度に関しては，国会では 1980 年
代前半から野党が拡充を主張していた。当時は社
会党のほか左派政党の共産党・民社党，中道政党
の公明党などが主な野党となっており，これらの
政党はこぞって，主に 2 つの理由から配偶者控除
制度の拡充を含む所得税減税を主張した。1 つ
は，サラリーマン世帯は農業・自営業世帯と比べ
て不公平な重税に苦しんでいるというもので，そ
の税負担を軽減するために配偶者控除の増額など
による減税が必要だとした 7）。配偶者控除は，導
入時は既述のとおり農業・自営業世帯のためのも
のでもあったが，その後農業・自営業世帯につい
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ては妻が家業に貢献しているとして税負担を軽減
する措置が拡大された結果，もっぱら給与所得世
帯のためのものとなっていた（Toyofuku 2020）。
もう 1 つは，給与所得者の妻は家計補助のため
パートに出ているのに，配偶者控除によって生じ
る年収の壁のせいで就労調整を余儀なくされてい
るというもので，より多くの収入を得ても夫が適
用を受けられるような配偶者控除の適用拡大が必
要だとした 8）。
　1986 年には社会党・民社党・公明党などが，
配偶者控除の増額および適用拡大を年内に行うよ
う共同で要求し，自民党は小幅な増額に応じた 9）。
　このとき中曽根内閣および自民党は，大規模な
所得税・法人税減税と，新税である売上税導入を
組み合わせた税制改革を立案中だった。自民党が
1986 年末に決定した税制改革案は，配偶者特別
控除を新設する形で，配偶者について控除の大幅
な増額および適用拡大を行うことを盛り込んだ 10）。
　内閣はこの税制改革案を反映させた税制改革関
連法案を 1987 年 2 月に国会に提出したが，それ
は売上税に対する反対の広がりによって廃案と
なったため，所得税法改正案を 7 月にあらためて
国会に提出した。宮澤喜一蔵相（自民党）は，所
得税減税の一番のねらいは働き盛りの中堅サラ
リーマンの重税感の緩和であり，配偶者特別控除
はそのような配慮から考えたものだと説明した 11）。
中曽根首相も，所得税減税はサラリーマンの重税
感を解消し不公平感をなくすべく，「（年収）五，
六百万の皆さん方，要するに子供二人ぐらい持っ
てその子供が大きくなって，一番ローンの負担と
かそういうもので苦しんでおる働き盛りの人」を
中心に行うものであり，「奥様に対する内助の功
という点についても特別の計らいをした」と述べ
た 12）。自民党は法案に賛成した。
　社会党・共産党・民社党・公明党は法案に反対
したものの，反対の理由はいずれも，国民の負担
軽減が不十分で，より大規模な所得税減税を行う
べきというものだった 13）。改正法は 1987 年 9 月
に成立した。
　第三号被保険者制度は，高齢化が進展する中で
年金の給付水準を抑制し，かつ国民年金を全国民
共通の基礎年金にするという，中曽根内閣の年金

制度改革の一部として提案された。それまで給与
所得者（被用者）の無収入・低収入の妻は，夫の
退職後には夫の年金によって，夫との死別後には
遺族年金によって生活する想定のもと，国民年金
に任意加入とされていたが（吉原・畑 2016），す
べて第三号被保険者として国民年金に加入させ，
その保険料は妻が自ら支払うのではなく厚生年金
からの拠出によって賄うこととされた。
　内閣は，この第三号被保険者制度の導入を含む
国民年金法改正案を 1984 年 3 月に国会に提出し
た。渡部恒三厚相（自民党）は，第三号被保険者
制度の導入によって婦人の年金権が確立する，

「奥様方も立派に年金をお持ちになる」と説明し
た 14）。自民党は法案に賛成した。
　野党のうち民社党は法案に賛成したが，社会
党・共産党・公明党は，年金の給付水準を抑制
し，かつ保険料負担を引き上げることを問題視し
て法案に反対した。第三号被保険者制度に関して
は，社会党・共産党・公明党はいずれも，国民年
金の給付水準が低く，第三号被保険者がその立場
にとどまり続けるとも限らないことなどから，婦
人の年金権が確立するとはいえないとし，基礎年
金を全額国庫負担とするか国庫負担を増やすこと
で，給付水準を引き上げるとともに保険料負担を
なくすか軽減することを提案した 15）。第三号被保
険者の保険料を厚生年金からの拠出によって賄う
のでは，妻が「夫の傘のもとに従属」する，よそ
の共稼ぎの夫婦や単身者の負担になる，との批判
もなされた 16）。改正法は 1985 年 4 月に成立した。
　以上のとおり中曽根内閣期には，配偶者控除制
度に関しては，左派・中道政党，次いで自民党
が，夫が給与所得者・妻が専業主婦またはパート
タイム労働者の世帯の税負担を軽減するものとし
て，拡充を支持した。他方，第三号被保険者制度
に関しては，自民党は，そうした世帯の妻のため
の導入を支持したが，左派・中道政党の多くは，
女性の年金が少額・不安定にとどまると反対し，
世帯ではなく個人を支援する基礎年金の整備を支
持した。

４　小泉内閣期

　自民党・公明党の連立による小泉内閣期には，
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2003 年の税制改正の一環として，配偶者控除制
度が初めて縮減された。1980 年代以降，夫が給
与所得者・妻が専業主婦の世帯は減少する一方，
妻がパートタイム労働者の世帯は大幅に増えた。
給与所得者は，妻が専業主婦や低収入のパートタ
イム労働者の場合，それまで配偶者控除に上乗せ
する形で配偶者特別控除が適用され，妻が専業主
婦の場合に控除額が最も多くなっていたが，この
税制改正により上乗せ分が廃止されることになっ
た。他方 2004 年の年金制度改革においては，厚
生年金の適用拡大を通じた第三号被保険者制度の
縮減が論点となったが，改革案に盛り込まれるに
は至らなかった。
　配偶者特別控除の上乗せ分廃止は，小泉内閣お
よび自民党が取りまとめた 2003 年の税制改正の
一部として提案された。この税制改正は，投資促
進税制の新設による法人税減税を，所得税の控除
縮減などによる増税で賄うものであり，縮減する
控除として選ばれたのが配偶者特別控除だった。
公明党は当初，妻が専業主婦などの世帯の税負担
が増すことから，配偶者特別控除の上乗せ分廃止
に否定的だったが，児童手当の増額を自民党が受
け入れたことで廃止に同意していた（清水 2005）。
　内閣は，所得税法改正案を 2003 年 2 月に国会
に提出した。塩川正十郎財務相（自民党）は，人
的控除の簡素化等の観点から配偶者特別控除の上
乗せ分を廃止すると説明した 17）。谷口隆義財務
副大臣（公明党）は，専業主婦の過度の優遇を改
める趣旨で見直すとの説明を加えた 18）。自民党
と公明党は法案に賛成した。
　当時の最大野党は中道政党の民主党だった。法
案に反対した民主党・共産党・社民党はいずれ
も，配偶者特別控除の上乗せ分廃止によって税負
担が重くなることを批判した 19）。民主党からは，
配偶者特別控除は女性の就業にとって不公平とい
う指摘もあるが，廃止に伴って税負担が重くのし
かかる世帯が多いのも事実 20），廃止は働く女性
にはいいかもしれないが，男と女の役割というも
のがある中で専業主婦に手厚い政策があってい
い 21），などの発言が出された。改正法は 2003 年
3 月に成立した。
　第三号被保険者制度は，マクロ経済スライドの

導入により年金の給付水準を引き下げていくこと
を軸とする小泉内閣の年金制度改革の中で，1 つ
の論点となった。厚労省の「女性のライフスタイ
ルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討
会」等での議論を基に検討されたのは，第三号被
保険者のパートタイム労働者にまで厚生年金の適
用を拡大し，第三号被保険者制度は主に専業主婦
だけのものに縮減するという案だった。新たに厚
生年金に加入するパートタイム労働者にとって
は，自らも保険料を支払うとはいえ，企業などの
雇用主の保険料負担によって，国民年金だけより
も多額の給付を受けられるメリットがあった。し
かし小泉内閣はこの案を採用しなかった。
　2004 年に国会に提出された国民年金法改正案
の審議の中で，小泉首相は，厚生年金の適用拡大
は企業の保険料負担が増える問題もあるので，ど
ういう対応が望ましいか検討していきたいと述べ
るにとどめた 22）。他方，坂口力厚労相（公明党）
は，厚生年金の適用拡大の提案は保険料負担が増
すとして，企業からの反対に加え，メリットがあ
るはずのパートタイム労働者からの反対にも直面
したが，今後は厚生年金の適用拡大を進め，世帯
単位の厚生年金を個人単位化していく方向が望ま
しいとの認識を示した 23）。民主党からも，片稼
ぎ世帯が減少してきた中で，世帯単位から個人単
位へ政策の方向転換をすべきとの発言がなされ
た 24）。
　以上のとおり小泉内閣期には，配偶者控除制度
の縮減を支持した自民党に対し，左派・中道政党
は，対象世帯の税負担が増すとして縮減に反対し
た。第三号被保険者制度をめぐっては，厚生年金
の適用拡大により，給与所得世帯の妻としての支
援から個人への支援にシフトするかが論点とな
り，中道政党は個人への支援に前向きな姿勢を示
した。

５　野田内閣期

　民主党は 2009 年の政権交代よりも前から配偶
者控除制度の廃止を公約していたが，野田内閣期
に至っても配偶者控除制度は変更されなかった。
他方，野田内閣期には 2012 年の社会保障と税の
一体改革の一環として，厚生年金の適用拡大を通
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じて第三号被保険者制度が縮減された。当時，夫
が給与所得者・妻が専業主婦の世帯が減少し，妻
がパートタイム労働者の世帯が増加する傾向は続
いており，また結婚している女性に限らず厚生年
金に加入できないアルバイトなどの非正規雇用者
が増加しつつあった。一体改革によって大企業な
どでは，パートタイム労働者（アルバイトを含む）
は年収およそ 106 万円から厚生年金に加入するこ
とになり，第三号被保険者制度のいわゆる「130
万円の壁」は「106 万円の壁」へと変化した。
　野田内閣および民主党は，消費税増税によって
社会保障財源を拡大することを軸とする社会保障
と税の一体改革を取りまとめ，関連法案を 2012
年 3 月に国会に提出した。そこには配偶者控除制
度の変更は盛り込まれず，第三号被保険者制度を
縮減することになる厚生年金の適用拡大が盛り込
まれた。
　配偶者控除制度について，民主党は 2005 年か
ら廃止を公約するようになり，子ども手当の財源
に充てるとしていた。だが政権獲得後は，対象世
帯の税負担増を避け，廃止を行わずに子ども手当
を公約よりも少額にとどめていた。一体改革関連
法案の審議の中で，小宮山洋子厚労相（民主党）
と岡田克也内閣府特命担当大臣（民主党）は，働
き方に中立的な制度にするなどの目的から配偶者
控除制度を廃止したいが，民主党内にも慎重論が
あると述べた 25）。野党からは，制度の維持を主
張する発言が相次いだ。自民党からは，専業主婦
が子育てなどの役割を果たしていることを評価す
べき 26），実際に支え合っている家族という単位
は大事にすべき 27）などの発言がなされ，共産
党・社民党からは，制度を廃止した場合の対象世
帯の税負担増を問題視する発言がなされた 28）。
　第三号被保険者制度に関しては，政権交代前の
2007 年の時点ですでに自民党・公明党による内
閣が，非正規雇用者のための厚生年金の適用拡大
を含む被用者年金一元化法案を国会に提出してい
たが，ねじれ国会のもとで審議されないまま廃案
となっていた。
　野田内閣が提出した一体改革関連法案のうち年
金機能強化法案には，大企業などの厚生年金の適
用拡大が盛り込まれた。小宮山厚労相は，法案は

年金の最低保障機能を強化するとともに働き方に
中立的な制度をめざすものだとしたうえで，厚生
年金の適用拡大によって，これまで国民年金の保
険料を自ら支払っていたシングルマザーやフリー
ターなどにとっては保険料負担が減るうえに将来
の年金額が増え，第三号被保険者にとっては将来
の年金額が増えるメリットがある，さらにパート
タイム労働者の就労意欲が高まると説明した 29）。
　野党の公明党からは，そもそも民主党は 2007
年の被用者年金一元化法案に，厚生年金の適用拡
大が小幅すぎるとして反対したが，非正規雇用者
のためには少しでも進めておくべきだったとの発
言がなされた 30）。自民党からは，企業の保険料
負担が増えることを問題視する意見が出され 31），
これを受けて法案は厚生年金の適用拡大を小幅に
とどめるよう修正されたうえ，自民党・公明党の
賛成も得て 2012 年 8 月に成立した。
　以上のとおり野田内閣期には，配偶者控除制度
を対象世帯のために維持することで，主要政党は
一致した。第三号被保険者制度に関しては，非正
規雇用者を個人として支援する厚生年金の適用拡
大を通じて，制度を縮減することで主要政党は一
致した。ただし自民党は企業の負担増を問題視し
て，小幅な変更を支持した。

６　安倍内閣期

　2012 年からの安倍内閣期には，2017 年の税制
改正を通じて，配偶者控除制度が変更を伴いつつ
維持される一方，2020 年の年金制度改正の一環
として，厚生年金の適用拡大を通じて第三号被保
険者制度がさらに縮減されることになった。配偶
者控除制度においては，妻の年収が 150 万円まで
最大額の控除が受けられるようになり，いわゆる

「103 万円の壁」は「150 万円の壁」へと変化し
た。年金に関しては，大企業だけでなく中規模の
企業などの労働者も，年収およそ 106 万円から厚
生年金に加入することになった。
　配偶者控除制度をめぐっては，女性活躍を掲げ
た安倍内閣および自民党・公明党が 2017 年の税
制改正案を取りまとめる過程で，年収の壁をもた
らす配偶者控除を廃止し，妻の収入にかかわらず
適用される夫婦控除に置き換える案が浮上した。
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しかし妻が専業主婦の世帯にとって増税となるこ
の案に，公明党からも，自民党内からも反対が生
じた。そこで内閣は，配偶者控除制度について高
額所得者は適用対象外としつつ，上述のとおり妻
の年収が 150 万円まで最大額とするなどの適用拡
大を行う案を決定した 32）。
　内閣は，これを反映させた所得税法改正案を
2017 年 2 月に国会に提出した。安倍首相と麻生
太郎財務相（自民党）は，配偶者控除制度の変更
はパートタイム労働者が就業調整を意識せずに働
ける環境づくりに寄与するものであり，人手不足
の解消を通じて経済成長にも資すると説明した 33）。
自民党と公明党は法案に賛成した。
　これに対し民主党の後継政党で最大野党だった
民進党は，配偶者控除制度の変更は働き方に中立
な税制からむしろ遠ざかるものだとして法案に反
対し，まずは配偶者控除を世帯控除に置き換える
ことを提案した 34）。改正法は 2017 年 3 月に成立
した。
　第三号被保険者制度に関しては，安倍内閣は，
厚生年金の適用拡大を中規模の企業などにも段階
的に広げることを盛り込んだ年金改革法案を，
2020 年 3 月に国会に提出した。安倍首相は，厚
生年金の適用拡大によって年金給付が手厚くな
り，これまで扶養の範囲を気にしてきた人も希望
の働き方ができると説明した 35）。加藤勝信厚労
相（自民党）は第三号被保険者制度について，専
業主婦優遇と捉えて縮小するというよりも，多様
な人が混在することを踏まえた厚生年金の適用拡
大を進めることで見直す方針を示した 36）。また
民進党の分裂後に最大野党となった立憲民主党か
らの，厚生年金の適用拡大をすべての企業にまで
広げるべきとの意見に対しては，中小企業の負担
に配慮したと説明した 37）。与野党を問わずほとん
どの政党が法案に賛成し 38），改正法は 2020 年 5
月に成立した。
　以上のとおり安倍内閣期には，年収の壁を生じ
させる配偶者控除制度の扱いが論点となったが，
自民党や中道政党が検討・提案したのは配偶者控
除制度の維持，あるいは夫婦控除や世帯控除への
置き換えだった。他方，主要政党は，厚生年金の
適用拡大を通じた第三号被保険者制度の縮減で一

致した。ただし自民党は中小企業の負担を避ける
べく小幅な変更を支持した。

Ⅳ　結論と今後への示唆

　年収の壁を生じさせる配偶者控除制度と第三号
被保険者制度は，どのように導入され維持されて
きたのか。本稿では，左派・中道政党ではなく自
民党が政権の座にあったことが，配偶者控除制度
と第三号被保険者制度の導入・維持につながった
という解釈が妥当性を持つのか，それとも性別役
割分業を行う世帯への支援に，左派・中道政党も
積極的だったり，自民党が消極的だったりしたの
かという観点から，主要な制度変更の事例を分析
した。
　その結果，第三号被保険者制度に関しては，自
民党の姿勢と左派・中道政党の姿勢に違いがみら
れた。導入時には，自民党は性別役割分業を行う
世帯の妻のための年金制度として，第三号被保険
者制度を支持したのに対し，左派・中道政党は個
人を支援する年金制度を支持した。やがて非正規
雇用者が増加し，自民党も個人への支援を拡大す
る姿勢に傾く中で，厚生年金の適用拡大を通じて
第三号被保険者制度は縮減してきたとはいえ，自
民党は左派・中道政党よりも小幅な制度変更にと
どめようとした。したがって，左派・中道政党で
はなく自民党が政権の座にあったことが第三号被
保険者制度の導入・維持につながったという解釈
には，妥当性が認められる。
　一方，配偶者控除制度に関しては，自民党の姿
勢と左派・中道政党の姿勢には重なる部分が多
かった。農業・自営業世帯が多かった時代から，
夫が給与所得者・妻が専業主婦の世帯数が増え，
それを夫が給与所得者・妻がパートタイム労働者
の世帯数が上回るようになった現代に至るまで，
小泉内閣期を除き，自民党も左派・中道政党も，
そうした世帯を支援する姿勢をとり続けてきた。
したがって，左派・中道政党ではなく自民党が政
権の座にあったことが配偶者控除制度の導入・維
持につながったという解釈には，妥当性が認めら
れない。配偶者控除制度が導入され維持されてき
たのは，性別役割分業を行う世帯を支援する姿勢
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が，むしろ政党横断的に保持されてきたからこそ
だと考えられる。
　今後，両制度のように性別役割分業を行う世帯
に有利な政策がなくなっていき，経済的なジェン
ダー平等度が高まっていくのかについて，本稿の
分析は何を示唆するだろうか。
　世界経済フォーラムのジェンダーギャップ・レ
ポートによると，経済的なジェンダー平等度は，
スウェーデンなど社会民主主義レジームに分類さ
れる国々では高く，アメリカなど自由主義レジー
ムに分類される国々でも比較的高いが，保守主義
レジームに分類される国々では低い傾向にある。
日本が保守主義レジームに含まれるか否かを検討
することは本稿の射程を超えるが，日本の経済的
なジェンダー平等度は先進国中で最も低い（World 
Economic Forum 2023）。
　既述のとおり社会民主主義レジームを特徴づけ
るのは個人を支援する政策，保守主義レジームを
特徴づけるのは性別役割分業を行う世帯に有利な
政策であり，自由主義レジームはそのいずれの政
策も少ないという特徴をもつとすれば，日本が経
済的なジェンダー平等度を高めるには 2 つの方向
性が考えられる。性別役割分業を行う世帯に有利
な政策から個人を支援する政策へとシフトして，
社会民主主義レジームに接近するか，あるいは世
帯に有利な政策をやめて，自由主義レジームに接
近するかである。
　ただし，それぞれがめざす国家の姿は大きく異
なる。例えばスウェーデンでは，公的保育に支え
られながら多くの女性が公務員として比較的安定
した身分で働いている。だが人々の税負担は重く，
女性の職種がケアや教育の分野に偏っている。女
性のキャリアアップを阻む「ガラスの天井」がア
メリカよりも強固だとの指摘もある（Albrecht, 
Björklund, and Vroman 2003；Mandel and Semyonov 
2006）。アメリカでは，人々の税負担は軽く，民
間の保育サービスなどを活用しながら多様な職種
でキャリアアップする女性がいる。だがそれが可
能なのは高学歴など一部の女性に限られており，
国内の経済格差は大きい 39）。
　小泉内閣期の自民党は，性別役割分業を行う世
帯に有利な配偶者控除制度を縮減することを支持

し，個人への支援拡大となる厚生年金の適用拡大
案を採用しなかった。これは自由主義レジームに
接近するものとみなせる。他方，左派・中道政党
や近年の自民党は，配偶者控除制度を維持しなが
ら，厚生年金の適用拡大を推進しようとしてい
る。世帯を支援する姿勢と個人を支援する姿勢が
入り混じっており，明確な方向性は見出せない。
　実際に性別役割分業を行う世帯が多く存在して
いる中で，経済的な弱者を支援すべくそうした世
帯に有利な政策をとってきたのならば（Toyofuku 
2024），そこから個人を支援する政策にシフトす
ることは簡単ではない。スウェーデンの場合，女
性の就業が拡大した契機として，所得税の課税単
位を世帯から個人に変更した 1971 年の税制改革
が挙げられるが，社会民主党政権は当初，税制改
革に消極的だった。それは生活に余裕がないブ
ルーカラーの男性稼ぎ主世帯に有利な制度をや
め，恵まれたホワイトカラーの女性労働者に有利
な制度にするものだと考えられたからである

（Elvander 1972）。配偶者控除制度をめぐる日本の
左派・中道政党の姿勢も，これに通じるところが
ある。やがてジェンダー平等の方針を打ち出した
スウェーデンの社会民主党政権は，1970 年代に
は所得税の課税単位を変更しただけでなく，低 
所得者への所得税減税を行い（Gunnarsson and 
Eriksson 2017），公的保育を拡充し，増加した 
女性労働者の大部分を公務員として雇用する

（Nyberg 2017）など個人を支援する政策を，消費
税を中心とした増税により財源を得ながら，拡大
していった。
　日本でも同様に，増税を行いながら，個人を支
援する政策を拡大してジェンダー平等度を高める
のか。それとも世帯を支援する政策を縮小して，
市場を活用しながらジェンダー平等度を高めよう
とする道を選ぶのか。年収の壁を生み出す制度を
廃止するにしても，その先にいったいどのような
国家・社会をめざすのかについて，政党は十分な
選択肢を提示してきたとはいえず，私たちも議論
を深めていく必要があるのではないだろうか。

 1）例えば国際的な選挙公約のデータベース（Manifesto Project 
2024）では，日本のデータとして選挙公約の代わりに，新聞
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社が政党に対して選挙前に行ったインタビューを採用している
（Proksch, Slapin and Thies 2011）。

 2）1959 年 3 月 31 日参院大蔵委での大矢正議員の発言，1960
年 3 月 3 日衆院予算委での北山愛郎議員の発言。

 3）朝日新聞 1960 年 9 月 6 日朝刊。
 4）1961 年 2 月 10 日参院大蔵委。
 5）1961 年 3 月 4 日衆院予算委での上林山榮吉議員の発言。
 6）1961 年 3 月 15 日衆院大蔵委・4 月 7 日衆院地方行政委での

安井吉典議員の発言。
 7）1981 年 1 月 28 日衆院本会議での山田耻目議員（社会党）の

発言，2 月 14 日衆院予算委での正木良明議員（公明党）の発
言。

 8）1986 年 3 月 6 日衆院予算委での小川国彦議員（社会党）・藤
木洋子議員（共産党）の発言，3 月 6 日衆院地方行政委での宮
崎角治議員（公明党）の発言。

 9）日本経済新聞 1986 年 10 月 28 日朝刊，12 月 3 日朝刊。
10）日本経済新聞 1986 年 12 月 20 日朝刊。
11）1987 年 8 月 18 日衆院本会議。
12）1987 年 9 月 19 日参院大蔵委。配偶者控除と配偶者特別控除

の導入はいずれも，妻の家業への貢献に基づき税負担が軽減さ
れる農業・自営業者や家族経営の企業とのバランスを考慮し，
給与所得者の妻の「内助の功」を認めるものとの理論的整理が
なされた。詳しくは豊福（2017）参照。

13）1987 年 9 月 2 日衆院大蔵委，9 月 3 日衆院本会議，9 月 19
日参院大蔵委・本会議。

14）1984 年 4 月 17 日衆院本会議，7 月 12 日・7 月 26 日衆院社
会労働委。

15）1984 年 12 月 18 日衆院社会労働委，12 月 19 日衆院本会議，
1985 年 4 月 23 日参院社会労働委，4 月 24 日参院本会議。

16）1985 年 4 月 16 日・4 月 23 日参院社会労働委での糸久八重
子議員（社会党）の発言。

17）2003 年 2 月 14 日衆院本会議。
18）2003 年 2 月 25 日衆院財務金融委。
19）2003 年 3 月 3 日衆院財務金融委，3 月 4 日衆院本会議，3 月

26 日参院財務金融委，3 月 28 日参院本会議。
20）2003 年 2 月 14 日衆院本会議での山花郁夫議員の発言。
21）2003 年 3 月 26 日参院財政金融委での櫻井充議員の発言。
22）2004 年 6 月 3 日参院厚生労働委。
23）2004 年 5 月 18 日・5 月 20 日・6 月 3 日参院厚生労働委。
24）2004 年 6 月 3 日参院厚生労働委。
25）2012 年 5 月 29 日・5 月 31 日衆院社会保障と税の一体改革

に関する特別委（以下，一体改革特別委）。
26）2012 年 5 月 29 日衆院一体改革特別委での馳浩議員の発言。
27）2012 年 8 月 10 日参院一体改革特別委での衛藤晟一議員の 

発言。
28）2012 年 5 月 22 日衆院一体改革特別委での佐々木憲昭議員
（共産党）の発言，5 月 30 日衆院一体改革特別委での阿部知子
議員（社民党）の発言。

29）2012 年 5 月 8 日衆院本会議，5 月 30 日・6 月 14 日衆院一体
改革特別委。

30）2012 年 5 月 22 日衆院一体改革特別委での古屋範子議員の 
発言。

31）2012 年 5 月 8 日衆院本会議での鴨下一郎議員の発言，6 月
26 日衆院一体改革特別委での石田真敏議員の発言。

32）日本経済新聞 2016 年 8 月 30 日朝刊，10 月 5 日朝刊，12 月
9 日朝刊，12 月 13 日朝刊。

33）2017 年 2 月 16 日衆院本会議，2 月 21 日衆院財務金融委。
34）2017 年 2 月 16 日衆院本会議での鷲尾英一郎議員の発言，2

月 27 日衆院財務金融委，3 月 27 日参院財務金融委・本会議。
35）2020 年 5 月 26 日参院厚生労働委。

36）2020 年 5 月 26 日・5 月 28 日参院厚生労働委。
37）2020 年 4 月 17 日衆院厚生労働委。
38）反対した共産党も，厚生年金の適用拡大を行うことには賛

成で，加入者・事業者の負担軽減措置を求めた（2020 年 5 月
28 日参院厚生労働委）。

39）両国の違いは，ジェンダーギャップ・レポート（World 
Economic Forum 2023）からもうかがえる。経済的なジェン
ダー平等度のランキングはスウェーデン（15 位）・アメリカ

（21 位）とも高いが，その構成要素のうち労働参加率のジェン
ダー平等度はスウェーデンが高く（スウェーデン 11 位・アメ
リカ 53 位），同一労働の賃金のジェンダー平等度はアメリカ
が高い（スウェーデン 43 位・アメリカ 9 位）。
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